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京田辺市こども計画（案）のパブリックコメント実施要項 

 

子ども・子育て支援法等に基づく「京田辺市こども計画」の策定にあたり、市民の

みなさんから広く意見を募集するため、次のとおりパブリックコメントを実施する。 

 

１ 意見の提出期間 

○令和６年１２月１８日（水）～令和７年１月１７日（金） 

 

２ 意見の提出対象 

○市の区域内に住所を有する者 

○市の区域内の事務所又は事業所に勤務する者 

○市の区域内の学校に在学する者   ほか 

 

３ 資料の閲覧場所 

○市ホームページ 

○京田辺市役所（こども未来政策推進室・保育幼稚園課・教育部学校教育課） 

○北部住民センター ○中部住民センター ○南部まちづくりセンター 

○三山木福祉会館 ○社会福祉センター ○中央図書館 ○中央公民館 

○市立児童館（大住児童館・田辺児童館・普賢寺児童館・南山こどもセンター） 

○地域子育て支援センター（三山木・松井山手・河原保育所・てふてふ） 

（以下の閲覧場所は、公表しない） 

○市立保育所等（河原保育所・草内保育所・三山木保育所・南山保育所・大住こど

も園） 

○市立幼稚園（田辺幼稚園・田辺東幼稚園・草内幼稚園・三山木幼稚園・松井ケ丘

幼稚園・薪幼稚園・普賢寺幼稚園） 

○民間保育園等（大住保育園・みみづく保育園・ウェルネス保育園京田辺・認定こ

ども園松井ヶ丘保育園・認定こども園こもれび・認定こども園みんなのき三山木

こども園・小規模保育事業所ニチイキッズたなべ保育園・ほほえみ保育園京田辺

園・まゆあいのおうち保育園） 

○民間幼稚園（聖愛幼稚園・そよかぜ幼稚園） 

○市立小学校（松井ケ丘小学校・大住小学校・桃園小学校・薪小学校・田辺小学校・

田辺東小学校・草内小学校・三山木小学校・普賢寺小学校） 

○市立中学校（大住中学校・田辺中学校・培良中学校） 

○府立田辺高等学校 

○同志社国際中学校・高等学校 

○同志社大学 ○同志社女子大学 



 

４ 意見の提出方法 

資料閲覧場所に配置している意見募集用紙を、こども未来政策推進室へ持参・郵

送・電子メールに添付 

 

５ 備考 

○市ホームページでパブリックコメント実施予告（実施の１か月前に掲載） 

○広報紙１２月１日号に実施予告記事を掲載 

○はぐはぐ子育て支援ピックアップ情報紙に実施予告記事を掲載 

○ＳＮＳを活用してプッシュ型の情報提供を実施する。 

○こども・若者にも伝わりやすい表現に工夫した概要版を作成し、資料と併せて 

配架する。 

 ○パブリックコメント実施のポスター・チラシを作成し、二次元コードを掲載し、

ＬＯＧＯフォームからも回答できるようにする。ポスター・チラシは閲覧資料と

併せて、各施設に配付する。 


